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第３学年修学旅行の延期等について〔お知らせ〕 
 

市内中学校では、５月から７月に計画されている第３学年の修学旅行を全て延期することになり

ました。本校では、現時点においても関係業者等との調整を進めているところですが、下記のよう

に延期（期日等変更）して実施する見込み（予定）であることをお知らせします。第３学年保護者

の皆様には、ご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。 
 

記 
 

１ 変更等の内容 

 （１）実施期日 

令和２年８月３０日（日）～ 令和２年９月１日（火）の２泊３日 
 
 （２）校内の修学旅行申し込み期間 

    当初計画による申し込み期間を変更して、学校再開後に改めて連絡いたします。 
 
 （３）新幹線の時刻 

    変更される新幹線の時刻は、５月７日以降にＪＲによる調整後、確定の見込みです。 

 （４）宿泊施設 

    当初計画と同様の宿舎（京都市右京区「花園会館」） 
 
 （５）見学先及び使用交通手段 

    当初計画を実施できるよう今後も関係業者との調整を図りますが、変更時期における見学 
先や使用交通手段の予約状況によっては、それぞれを当初計画から変更する場合があります。 

 
 （６）各種料金の額 

各種料金等は、当初計画実施時期（５月期～６月期）における設定額で見積もられていま 
す。変更して実施する８月期～９月期の各種料金の設定額は当初の額と異なる（高くなる） 
場合があります。 

 

２ 備考 

 （１）各種キャンセル料の発生について 

    旅行委託業者を介して、これまでに宿舎、使用交通手段、見学地等の予約を逐次進めていま

した。この度の延期（変更）に伴い、これまでの各種予約（含む契約）を一旦キャンセルし

なければならない事項も生じます。変更に当たっては、キャンセル料の発生を極力抑えられ

るよう〔可能な限り、すでに予約していた宿泊施設、自動車会社（バスやタクシー）、昼食場

所等の利用になるよう〕今後も調整に努めてまいりますが、予約（業者等）を変更せざるを

得ない場合などにはキャンセル料が発生します。また、今年度の修学旅行が最終的に中止に

なった場合にもキャンセル料は発生します。保護者の皆様には、この旨、何卒よろしくご理

解のうえご承知おきくださいますよう予めご案内いたします。 
 
 （２）その他 

    学校が再開いたしましたら、保護者会を実施のうえ変更を含めた修学旅行に関する詳細を 

ご説明させていただく予定です。 

なお、それまでにご質問などございましたなら、第３学年までお問い合わせください。 


